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県内における高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例の発生について

このことについて、下記のとおり記者発表を行いますのでお知らせします。

なお、取材に関しては、本病のまん延防止に全力で対応するため、畜産課や農林水

産事務所への直接取材は控えていただくようお願いします。

また、現場での取材は本病のまん延を引き起こすおそれがあること、生産者のプラ

イバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いします。

記

１ 記者発表開催日時

令和８年４月２１日（火） １８時２０分～

２ 開催場所

県庁南棟２階エレベーターホール
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高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例の概要
報告資料

１ 発生農場の概要

（１）所 在 地 ： 上北郡東北町

（２）飼養羽数 ： 採卵鶏 約27万羽

（３）飼養形態 ： ケージ飼い、8鶏舎（ケージ飼い セミウインドレス）

２ 経 緯

（１）農場から県への通報

・日 時 ： ４月21日（火）11時20分

・内 容 ： 4/16から死亡家きんが増加（平均10羽→50羽～）

（２）農場への立入検査、簡易検査

・中央家畜保健衛生所が立ち入りし、Ａ型インフルエンザウイルス簡易検査を実施。

・同日14時50分、10羽中10羽で陽性を確認。

（３）今後のスケジュール

・４月22日（水）10時 中央家畜保健衛生所での確定検査（遺伝子検査）の結果判明、農林水産省と協議。

・ 同 日 対策本部会議開催、知事公表、疑似患畜判明後、殺処分開始

＜参考＞

発生農場の周辺農場

半径３km以内 ：農場なし

半径３～10ｋｍ以内：２農場（122,198羽）
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令和８年４月21日(火)、東北町の家きん飼養農場での高病原性鳥インフルエンザを疑う事例が発生。

概要は次のとおり。
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